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四日市市少年自然の家及び四日市市水沢市民広場の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲は、

この管理業務仕様書によるものとする。 

 

１ 趣旨 

本管理業務仕様書は、四日市市少年自然の家及び四日市市水沢市民広場の指定管理者が行う業務

の内容及び履行方法について定めることを目的とする。 

 

２ 指定管理者が管理を行う公の施設 

（１）四日市市少年自然の家（四日市市水沢町字大谷 1423-2） 

（２）四日市市水沢市民広場（四日市市水沢町252-63） 

 

３ 各施設の敷地面積・建物概要・施設概要 

「四日市市少年自然の家及び四日市市水沢市民広場（以下「少年自然の家及び水沢市民広場」とい

う。）指定管理者募集要項」の２～３ページを参照すること。 

 

４ 休館日 

（１）月曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３）年末年始（12月 28日から翌年１月４日まで） 

（注）・休館日について、指定管理者は四日市市及び四日市市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）の承認を得たうえで休館日を変更することができる。 

（平成25年から、月曜日を開館日として運営している。） 

 

５ 指定管理者が行う業務 

指定管理者が行う業務の内容は以下の通りとする。 

（１）少年自然の家及び水沢市民広場の管理運営に関すること 

① 職員の配置と体制 

少年自然の家は、豊かな自然の中で、集団宿泊訓練、自然探求等を通じて、規律、協同、友

愛、奉仕の精神を養い、心身ともに健全な青少年の育成を図るため設置された社会教育施設で

あり、自然に親しむ野外活動や集団生活体験活動等の各種事業を適切かつ円滑に実施すること

が求められている。 

このため、施設の運営にあたっては、学校教育と相互に連携し、児童・生徒や青少年の発達

段階に応じた多彩な活動プログラムを開発提供することが必要である。 

こうしたことから、施設の管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保すると

ともに、労働基準法等関係法令を遵守し、管理運営を適正に行うための業務形態にあった必要

人数の職員を配置すること。 

ア 専任の総括責任者（所長・常勤）を１名配置すること。 

イ 集団宿泊訓練や自然体験、野外活動等の指導を行うにふさわしい資質能力や経験を有する

職員の複数配置を行うこと。 

ウ ボイラー等を有し、石油類を貯蔵及び扱う施設であるため、危険物取扱者の資格を持つ職

員の配置を行うこと。また、防火管理者を配置すること。（消防法の規定による） 

エ 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配置するとともに、利用者の要望
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に応えられるものにすること。 

 

≪職員配置 例≫ 

職 員 体 制 人 数 資 格 ・ 経 験 等 

所長 

（総括責任者・常勤） 

１名 類似施設勤務経験者 

常勤職員 ６名 類似施設勤務経験者・・・・・・・・・・・・・・・２名以上 

教員免許状を持つ者もしくは教育機関勤務経験者・・２名以上 

看護師、養護教諭等の資格を持つ者 

もしくは病院、保健施設等の勤務経験者・・・・１名以上 

普通救命講習修了者・・・・・・・・・・・・・・・２名以上 

危険物取扱者・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名以上 

防火管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名以上 

類似施設または教育活動等の指導者 

もしくはボランティア経験者・・・・・・・・・・・若干名 

事務 （非常勤） １名 経理事務の実務経験があり、ワード、エクセル等が使える人 

作業員（非常勤） ３名 専門的技術を持つ者 毎月 10日程度の勤務 

宿直補助員(非常

勤) 

２名  

繁忙期スタッフ 必要数 主催事業等をサポートする者（サポートスタッフ） 

 

  ≪勤務人員例１≫ 

  ≪平日に同じ時間帯で３団体が活動（入所式・野外炊事・創作活動）する場合≫ 

    各団体の対応・・・・正職員６名、繁忙期スタッフ１名 

    事務所にて業務・・・所長１名、非常勤職員１名 

 

≪勤務人員例２≫ 

≪休日に主催事業（小学４年～中学３年の 30名による山登り）、利用団体との打ち合わせ 

予定がある場合≫ 

  主催事業引率・・・所長１名、正職員４名、主催事業スタッフ２名 

  利用団体との打ち合わせ・・・正職員１名 

  事務所にて業務・・・正職員１名、非常勤職員１名 

 

※利用者の安全管理に十分配慮した職員の配置をすること。 

② 職員研修の実施 

職員の資質向上及びコンプライアンスの徹底を図るため、研修計画を作成し実施するととも

に、社会教育施設としての管理運営に必要な知識と技術の向上に努めること。 

日常のアンケート調査や利用者の声に真摯に対応し、職員の資質向上に努めると共に、防災

訓練等の法定訓練を含め、ＡＥＤ使用などの救急救命訓練や実務研修を実施すること。また、

人権研修や特別支援に関する研修など、公の社会教育施設の職員としての資質向上に関わる研

修会を実施すること。 



                     4 

研修会の内容や参加者等については、月次事業報告にて報告すること。 

  ③ 日常の業務 

   ア 四日市市こども未来部こども未来課青少年育成室（以下「青少年育成室」）との連絡調整 

     青少年育成室と定期的な連絡をとり、管理運営を円滑に行えるよう努めること。また、そ

れぞれの事業担当者を決めて事業を実施すること。 

   イ 文書管理、経理事務、その他庶務業務 

     収受文書の管理（受付、分類整理、保管）、収支金の管理、出納記録の整理等を適切に行

うこと。収受文書のうち青少年育成室が処理する必要のあるものについては、青少年育成室

に送付すること。出納、契約等にあたっては、処理規則を設けて、不正、不適切な処理が行

われないように管理すること。また、その他庶務業務全般が適切に行われるような業務体制

を整えること。 

   ウ 文書等の収受 

     青少年育成室との文書等の収受については市の逓送を利用することができる。また、Ｆａ

ｘ、電子メールの送受信環境を整えること。 

   エ 物品、設備の管理 

     指定管理者所有物品（備品、賃貸借品等）は管理台帳を作成し、市保有物品と明確に区別

すること。 

   オ 法令に基づく関係機関への届出、許認可申請等 

     旅館業法、消防法等に基づく申請等を行うこと。 

   カ 事業計画書、事業報告書の作成 

     管理業務に関する事業計画書を作成し、四日市市に提出すること。また、終了後速やかに

事業報告書を提出すること。 

   キ 統計の作成 

     利用状況及び事業実施状況や収支報告等の各種統計を作成し四日市市に報告すること。ま

た、統計資料の分析を行い、業務の改善に反映させること。 

   ク 保険への加入 

     指定管理者による事業の実施や自動車運転中の事故、また、施設管理業務上の事故が発生

した場合に対応するため、保険に加入すること。 

なお、四日市市が加入している賠償保障保険の契約内容を下回らないようにすること。 

（２）少年自然の家における事業の実施に関すること 

① 自然教室実施への支援や協力 

四日市市立の小学校、中学校の児童・生徒を対象に実施される自然教室について、各学校の

先生に対する相談、アドバイスを行い、よりよい自然教室が実施できるような支援や協力（引

率教員を対象としたスキルアップ研修会の実施等）を行うこと。また、実施にあたっては安全

面に十分に配慮し、体験活動等が効果的に実施できるような体制を整えること。 

なお、自然教室の実施中には、自然教室を最優先とし、一般の利用を制限する等の配慮をす

ること。 

② 主催事業の実施 

   ア 委託・提案事業 

ⅰ 計画案の作成と実施 

広く市民に親しまれる施設づくりをするとともに、ふれあいの森をはじめとする近隣施設等

を活用した、特色ある以下のような事業を計画し、実施すること。また、学習指導要領に準
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拠した主体的・協働的な体験活動ができる学習プログラム等を企画し、年間を通して定期的

に実施すること。 

（小中学校の夏季休業中の主催事業を含め年間50回程度） 

 ただし、感染症等への対応から施設利用中止等の措置をとった場合、事業を中止すること

ができるものとする。 

    ・青少年の人材育成を行う事業 

    ・毎月第３日曜日の家庭の日を啓発する事業 

・小・中学生を対象とした事業 

    ・家族・グループを対象とした事業 

    ・一般・教職員を対象にした事業 

    ・周辺地域と連携した地域創生につながる事業 

    ・周辺の自然環境を保全する教育となる事業 

    ・その他、持続可能な開発目標の達成を目指す活動等の特色ある事業 

    ⅱ 内容 

     実施内容については、以下のような目標をふまえて計画すること。 

    ・自然に親しむ野外活動を行う。 

    ・心豊かな青少年を育成する。 

    ・家族のふれあいを促進する。 

    ・地域との交流を図る。 

    ・周囲の自然環境を守る。 

イ 自主事業の実施 

     指定管理者は、施設の効用を高めるため、上記に掲げた業務以外の事業を、自主事業とし

て実施することができる。その自主事業に伴う経費は、指定管理者の負担とすること。 

自主事業実施にあたっては、あらかじめ市と協議を行い施設の使用許可（設置目的内）あ

るいは目的外使用許可（設置目的外）を受け、利用料もしくは使用料を支払うこと。 

また、安全面・衛生面に配慮し、対策を講じた上で実施すること。 

  ③ 各種団体の受け入れ事業 

    （後述（３）） 

（３）少年自然の家及び水沢市民広場の使用許可及び受け入れ等に関すること 

施設利用者が円滑な活動ができるように、利用団体との事前打合せを十分に行い各種プログラ

ムの提供、適切かつ必要な指導、助言、利用者支援等を行うこと。また、少年自然の家での活動

や生活、緊急避難の方法、事故発生時の対処方法等について、必ず引率者に説明し利用者全員に

伝わるようにすること。 

使用許可及び受け入れに関しては、以下の内容で適正に行うこと。 

① 利用できる団体 

８名以上のグループで、引率者及び活動計画を持つ団体 

   ア 保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校の団体 

   イ 高等学校、特別支援学校、大学等の団体 

   ウ 青少年団体 

   エ その他、四日市市及び教育委員会が適当と認めた団体 

  ② 利用の方法 

   ア 宿泊利用 
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宿泊を伴う利用。（現行の利用時間：初日の正午から最終日の正午までとし、その前後は

別料金とする） 

   イ 日帰り利用 

     宿泊をせず、施設の利用のみ。（現行の利用時間：午前９時から午後５時まで） 

  ③ 利用の申し込み受付 

利用日の属する月の６ヶ月前から受付を開始すること。 

※ ただし、次の場合は特別申請とし、６ヶ月より前から受け付けることができるものとする。 

 三重県、東海地区、及び全国の規模で行われる連続しない大会 

   ※ 例年７、８月の利用申し込み受付については、利用希望団体が多いため、それぞれ１、２

月に利用抽選会を行って利用者を決定すること。 

   ※ 四日市市及び教育委員会の事業については、６ヶ月より前に優先的に受け付けること。 

   ※ 四日市市内の教育施設の教育活動の６ヶ月より前の予約について、青少年育成室と適宜協 

議しながら制度設定が可能か検討すること。 

  ④ 利用料金 

    市内・市外の区分は以下の通りとする。 

   ア 利用団体の所在地（含事務局）が市内にある場合は「市内」扱いとする。 

イ 利用団体の所在地が市外にある場合は「市外」扱いとする。ただし、構成者に市内在住・

在勤者がある場合には、その者に限り「市内」扱いとすること。  

  ⑤ 少年自然の家の利用についての手続き 

・電話等で利用希望を受けたら受け入れ可能かどうかを判断し、仮予約として受け付ける。 

＊仮予約の期間は一週間程度とし、本予約のための来所を依頼する。ただし、団体が遠方

の場合は必要な資料を郵送し、電話、Ｆａｘ及び電子メールでのやりとりもできるもの

とする。 

・「四日市市少年自然の家使用許可申請書」（別紙資料）の提出をもって本予約とする。「施設

使用申込受付簿」等の台帳を作成すること。 

⑥ 水沢市民広場の利用についての手続き 

・電話等で利用希望を受けたら受け入れ可能かどうかを判断し、仮予約として受け付ける。 

＊仮予約の期間は一週間程度とし、本予約のための来所を依頼する。ただし、団体が遠方

の場合は必要な資料を郵送し、電話、Ｆａｘ及び電子メールでのやりとりもできるもの

とする。 

・専用使用については「四日市市水沢市民広場専用使用許可申請書」（別紙資料）を使用団体

に提出させること。 

・「四日市市水沢市民広場専用使用許可申請書」（別紙資料）の提出をもって本予約とする。 

・他団体が水沢市民広場北側をパラグライダーのランディング場として利用する場合、事前に「フ

ライト予定報告書」（別紙資料）を提出させること。報告書が提出された場合は、「水沢市民広場

緊急時利用時における安全対策について」（別紙資料）に基づいて対応すること。 

⑦ 団体との打ち合わせ 

・団体との利用打ち合わせにあたっては、施設利用に必要な書類を渡し、施設の設置目的、教育目

標、利用の約束をはじめ、緊急避難の方法、事故発生時の対処方法など、使用にあたっての諸

注意を説明すること。また、実施可能な活動を提案するなど十分な打ち合わせを行うこと。 

・団体の活動内容や場所、時間などを他団体と重複しないように調整すること。 

・自然教室については特に配慮し、自然教室の初日の午前または最終日の午後に他団体と活動が重
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なる場合等は、迅速にその旨の連絡を該当校に行うと共に、活動内容等について調整を行うこと。

（自然教室の場合、約1ヶ月前には活動日程や活動内容を保護者に説明している。） 

・利用の10日前までに必要書類を団体に提出させること。 

  ⑧ 利用カードと少年自然の家利用アンケートについて 

・利用カード及び少年自然の家利用アンケートは、団体の入所時に渡し、退所前に記入したも

のを受け取ること。なお、主催事業参加者からも、アンケートを聴取すること。 

・利用カードをもとに利用明細書を発行し、団体が退所する前に渡すこと。（後日、利用明細

書をもとに団体に利用料金の請求書を送付すること。） 

・少年自然の家利用アンケート結果は、職員全員に周知し、改善を行うこと。また、職員の資

質向上及び今後のより良い運営につながるよう努めること。 

・アンケート結果は数的データと同時に記述についても統計にまとめ、改善点を含めて月1回

実施する連絡調整会議で報告すること。また、緊急な協議や対応が必要な場合は、その都度

青少年育成室に連絡すること。 

  ⑨ 食事提供について 

・利用者から要望があれば食事を提供すること。 

・食堂業務を行うに当たっては、良質かつ低廉な食事を提供するものとし、少年自然の家が教

育施設であることを認識し、その品位及び秩序の保持に努めること。 

・食事料金は、あらかじめ四日市市に届け出て承認を得ること。 

（参考）現在の食事料金 

朝食410～460 円、昼食490～600円、夕食790～880円 

（野外炊事：朝食、昼食及び夕食440円） 

・調理業務を行うに当たっては、食品衛生法その他の関係法規を遵守すること。 

・配膳は原則として利用者に行わせること。指定管理者は、適切にこれを指導あるいは補助す

ること。 

・団体等（年齢層等）に応じた食事献立の創意工夫を図るとともに、新たなメニューの開発に

努めること。 

・野外炊事用の食材調達及び提供を行うこと。 

・食中毒等の予防のため、野外炊事用の食材と利用者の持ち込み材料の併用は認めないこと。 

・食物アレルギーには、事前に調査票などで把握し、適切に対応すること。 

⑩ 宿泊室等の整理整頓及び衛生管理について 

・シーツや枕カバー等の提供。 

＊現在は、職員がリネンコーナーに必要数分を配り、利用者がシーツ類をつけ、退所時に

戻している。衛生面から、利用者に提供する寝具類を清潔に保つように努めること。 

・宿泊室の備品等の整理整頓、清掃、消耗品類の補充を行うこと。 

⑪ 保安警備及び宿直業務について 

・施設内及び敷地内の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境を

確保すること。施設内の施錠や警備も適切に行うこと。 

・宿泊団体がある場合、利用者への対応や危機管理面から職員が宿直業務を行うこと。なお、

宿直職員及び宿直補助員の具体的な業務内容については、別紙資料を参照すること。 

⑫ 利用者の活動を充実させる業務 

ア 活動プログラムの充実及び資料作成 

現在少年自然の家が実施しているプログラムに加え、少年自然の家の特色を活かしたプロ
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グラムを提案、指導すること。また、プログラムの実施にあたっては、経験豊富な職員を複

数配置し、安全に実施ができるように配慮すること。 

イ 創作活動などの活動補助 

少年自然の家の特色を活かした創作活動の提案、指導をすること。 

    ウ 障害者等への配慮 

     障害のある人や高齢者が利用しやすい環境づくりについて配慮すること。 

（４）少年自然の家の利用料金の収納に関すること 

   少年自然の家の利用料金を徴収し、必要な場合は還付を行うものとする。 

（５）少年自然の家及び水沢市民広場の施設並びに付属施設や設備の維持管理に関すること 

指定管理者は、施設の設備の機能を維持するとともに、施設利用者が快適に施設を利用できる

良質な環境を提供すること。 

ア 以下の業務を適正に行うこと。 

   ① 清掃業務 

② 少年自然の家・水沢市民広場草刈清掃業務 

③ 少年自然の家・水沢市民広場植木剪定業務 

④ 空調設備保守点検業務 

⑤ 浄化槽管理業務 

⑥ エレベーター設備点検業務 

⑦ 市有建築物定期点検業務 

⑧ ボイラー煤煙測定作業 

⑨ 防火設備等点検業務 

⑩ 食堂用リフト保守点検業務 

⑪ 給水設備清掃業務 

⑫ 自家用電気工作物保安管理業務 

⑬ 直結給水ポンプ保守点検業務 

⑭ 本館ボイラー点検業務 

⑮ 分館ボイラー点検業務 

⑯ 冷温水発生機保守点検業務 

⑰ 分館汚水ポンプ点検業務 

⑱ 水沢市民広場便所浄化槽維持管理業務 

⑲ ろ過装置保守点検業務 

⑳ 地下タンク漏洩検査業務 

㉑ 給食業務  

イ 施設の修繕に関すること 

   施設の維持管理や利用提供のため、募集要項に定める経費負担区分により指定管理者が行う施

設修繕について適切に行うこと。その施設修繕を実施したら、修繕費や前後の写真を四日市市に

報告しなければならない。なお、修繕の必要が生じ次第、30万円以上の修理については事前に四

日市市に通知すること。月1回の連絡調整会議の時に現場確認を行う。 

   指定管理料に含む額を超える修繕については指定管理者から四日市市への申し出に基づいて

四日市市が行うものとする。 

   指定管理料に含む額を超える修繕の実施の要否については四日市市が判断する。四日市市への

申し出なく行われた修繕については、すべて指定管理者が負担するものとする。 
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   なお、通常有すべき安全性を欠いている場合又は放置することにより、通常有すべき安全性を

欠くおそれがある場合には、四日市市は指定管理料に含む額以下の修繕について指定管理者にそ

の実施を命じることがある。 

   管理料に含まれる上記「施設修繕料」は原則として年度ごとに精算するものとする。 

ウ ふれあいの森の管理 

利用者の教育活動の場としてふれあいの森の役割は大きいものである。敷地内の自然環境につ

いて、樹木医等の専門家と連携し適切な維持管理に努めること。安全面には十分注意をはらい管

理を行い、日常的な整備を行うこと。観察路を中心とした下草刈りや大水対策としての排水路の

管理、枯れ松の処理や電線近くの枝払いなど安全に必要な作業を行うこと。整備にはチェーンソ

ーなどの工具を使用する場合もあるので、専門的技術を要する職員体制を整えること。 

（６）広報活動および各種情報の提供に関すること 

① 四日市市と連携して、四日市市の広報媒体などに主催事業案内などの情報提供を行うこと。

（広報よっかいちへの掲載、市ホームページへの情報提供） 

② 独自の広報媒体を活用してより効果的な広報活動を実施すること。（ホームページ等の活用、

ポスター等での案内、地域コミュニティ小冊子への情報発信など） 

③ 施設の利用案内等のパンフレットを作成し、各種情報の提供および利用の促進を行うこと。 

（７）その他、少年自然の家及び水沢市民広場の管理運営に関して四日市市が必要と認めること 

① 物品の管理に関する業務 

   ア 消耗品 

業務に支障をきたさないよう必要な消耗品を適宜購入し管理を行うこと。不具合等が生じ

た場合は随時更新を行うものとする。 

   イ 備品 

    ・運営に支障をきたさないよう備品を管理すること。 

    ・備品一覧表（別紙資料）及び物品出納簿の管理。 

    ・破損、不具合が生じた場合は、速やかに四日市市に報告すること。 

   ウ 重要物品（100万円以上） 

    ・運営に支障をきたさないように保守点検を行うこと。 

    ・備品一覧表（別紙資料）及び物品出納簿の管理。 

    ・破損、不具合が生じた場合は、速やかに四日市市に報告すること。 

     ※ 上記物品の分類及び取扱等については、四日市市財務規定に基づくものとする。 

  ② 関係機関との連携・連絡に関する業務 

   ア 四日市市及び四日市市教育委員会 

   イ 四日市市内の保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高等学校等の教育機関 

   ウ 地域の団体 

エ その他関係機関 

③ 庶務に関する業務 

   ア 従業員の服務等に関する事務 

    ・勤務体制、勤務時間、休暇等勤務条件に関する事務 

    ・福利厚生に関する事務 

   イ 庶務事務 

    ・郵便、電子メール等収受・発送 

    ・文書や簿冊整理 
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    ・パンフレット・ポスター等掲示管理 

    ・利用料金等の収納事務 

    ・利用者からの意見・苦情等の対応等 

   ウ 賃貸借・単価契約に関する業務 

    ・事務用コピー機・Ｆａｘ賃貸借契約 

    ・寝具賃貸借契約 

    ・リネンクリーニング単価契約 

  ④ 保健衛生管理 

    利用者の健康を守るために必要な保健衛生管理を確実に行うこと。同様に職員の健康管理も

確実に行い、感染症予防に努めること。 

施設内各場所の水道水の塩素濃度の測定や利用者が使用した場所等の殺菌消毒を日常的に

行い、記録すること。 

常備薬や冷却用の氷などの準備を行い、負傷者、事故者に応急手当を行うこと。 

⑤ 職員の会議 

    定例あるいは必要に応じ、職員による会議の場を持つこと。所長からの指示、毎月の予定や

行事内容の確認、作業日の設定や作業内容の確認、主催事業の計画と実施後の反省、少年自然

の家及び水沢市民広場の運営管理全般等について協議すること。 

  ⑥ ボランティアの活用と養成 

 ・自然体験の経験豊かな講師の招聘や地域ボランティア団体等と連携して事業を展開するよ 

う努めること。 

   ・ボランティアの有効活用を図るため、組織や団体の積極的な活用と、学校を含む各種団体へ

の支援活動を促進するとともに、その養成に努めること。 

ア 主催事業支援 

イ 自然教室支援 

ウ 受け入れ事業支援 

エ 施設ヘルパー促進支援 

オ リーダー研修受け入れ事業 

カ 教育実習生や職業体験受け入れ事業 

キ ボランティア団体等との連携事業 

  ⑦ 青少年の人材育成 

     自然の家の主催事業を行うにあたり、キャリア教育の視点を踏まえ、職員のサポート等がで

きるジュニアスタッフやサポートスタッフの育成を行うこと。 

⑧ 廃棄物処理業務について 

    定められた廃棄物の処理方法により、適正に処理を行うこと。 

⑨ その他 

ア 地域との連絡、調整 

   地域の行事等への協力を行い、そのために必要な連絡や調整を行うこと。 

 イ 近隣施設との連絡、調整 

   近隣施設との協力を行い、そのために必要な連絡や調整を行うこと。 

   ウ 調査や照会等への資料作成 

   エ 各種統計資料の作成 
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６ 事業報告書の作成 

指定管理者は日報や事業報告書等を作成し四日市市へ提出すること。記載する内容は以下の通り

とする。 

（１）日報、各種帳票類の作成 

① 日報等を作成し、保健衛生管理、施設運営及び利用実績を記録すること。 

（２）月次事業報告書  

   翌月の調整会議までに提出すること。 

  ① 利用実績（利用者数、利用団体数、利用料金収入、各種収支等） 

② 施設点検報告 

③ 利用アンケートのまとめと改善策（対応） 

④ 職員研修実施状況報告 

（３）年間事業報告書 

   毎年度の終了後30日以内に提出すること。 

① 管理業務の実施状況 

② 利用料金の収入実績 

③ 管理経費の収支状況 

④ 利用実績（利用者数、利用団体数、利用料金収入、各種収支等） 

⑤ 利用状況分析報告 

（４）月次小規模修繕、備品管理報告書 

① 指定管理者が発注した工事及び修繕を報告書にまとめ、翌月の連絡調整会議までに提出する

こと。 

② 指定管理者が購入及び廃棄等を行った備品を報告書にまとめ、翌月の連絡調整会議までに提

出すること。 

 

７ 業務運営にあたって必要な資格 

（１）指定管理者は、業務を実施するために必要な官公署の免許、許可、認定等を受けていること。

個々の業務について再委託を行う場合には、当該業務について再委託先がそれぞれ上記の免許、

許可、認定等を受けていること。 

（２）指定管理者は、自らの職員又は再委託先の職員のうちから、施設の管理及び運営に必要な資

格を有する者をあらかじめ指名し、施設に配置しなければならない。ただし、法令等により施

設への常駐が義務づけられていないものについては、予め自らの職員又は再委託先の職員のう

ちから、当該資格者を有する者の名前を四日市市に届け出ることにより、施設へ配置されたも

のとみなすことができる。 

 

８ 緊急時の対応 

災害発生時における施設利用について、利用者の安全を第一に考え、以下の通り対応すること。 

（１）受け入れ事業前及び主催事業開催前の場合 

① 各種注意報発令の場合 

気象状況に注意を払い、急激な気象変化に対しても的確な行動がとれるように備える。この

場合は、原則として利用者への連絡は行わないものとし平常開館とする。 
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② 台風の場合 

利用前日までに台風進路の気象状況を判断し、利用責任者に利用の可否を伝える。 

＊ 受け入れ事業 → 利用責任者に可否の連絡をする。 

＊ 主催事業   → 参加者全員に開催の可否の連絡をする。 

  ③ 大雨や大雪、地震災害等の場合 

大雨（局地的大雨を含む）や大雪、地震災害等により利用不可と判断した場合 

利用責任者と連絡を取り、利用の不可を伝える。 

＊ 受け入れ事業 → 利用責任者に不可の連絡をする。 

＊ 主催事業   → 参加者全員に開催中止を伝える。 

以上を、利用団体との事前の打ち合わせ時に周知しておく。 

（２）受け入れ事業中及び主催事業開催中の場合 

① 大雨、暴風等が起こり、災害が予想される場合 

ア 気象情報を収集し、状況を利用団体代表者及び主催事業参加者に知らせ、安全なうちに利

用及び開催の中断を伝える。 

イ 利用者及び主催事業参加者を道路状況等の安全を確認のうえ帰宅させる。 

② 地震や急な災害が発生した場合 

ア 利用者及び主催事業参加者の安全を最優先に確保する。 

イ 気象状況及び交通情報（公共交通機関や幹線道路）等を掌握し、利用者及び主催事業参加

者に知らせる。 

ウ 災害対策本部及び青少年育成室と連絡を取り、利用者及び主催参加者の帰宅について的確

な措置を講ずる。 

（３）（１）及び（２）で避難や帰宅が困難な場合 

災害対策本部及び青少年育成室と連絡を取り、利用者及び主催参加者の安全について的確な措

置を講ずる。 

① 少年自然の家に宿泊させる場合 

＊受け入れ事業 → 利用団体の責任者から各家庭に宿泊することを連絡する。 

＊主催事業   → 参加者全家庭に宿泊することを連絡する。 

宿泊対応のための宿直職員を２名以上配置する。 

② 避難する場合 

少年自然の家自体の安全が確保できない場合は、水沢地区市民センターに協力の要請を行い、

水沢小学校に避難させる。 

（４）急病等への対応 

利用者の急病やケガ等に際しては、ＡＥＤの使用や応急手当を心がけるなど速やかな対応がで

きるようマニュアルを作成するとともに、近隣医療機関等と連携し、的確な対応を行うこと。 

（５）感染症対策と発生時の対応について 

感染症の拡大防止及び対応のマニュアルを作成すること。 

また、利用団体の入れ替わりの時間を使い、利用者が使用した施設設備の殺菌消毒を行い、感

染症等の発生や拡大を防ぐ手立てを講じること。 

感染症発生時には保健所や学校教育課など関係機関との連携を密にして対応すること。 

（６）不審者又は侵入者への対応 

管理運営上の危機管理対策についてのマニュアルを作成すること。 

（７）その他危機管理について   
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少年自然の家及び水沢市民広場の安全を確保するため、必要な対策を講じること。 

① 安全管理体制を構築し、職員の役割を明確にすること。 

② 緊急連絡体制の整備。 

③ 市民等からの情報収集。 

④ 利用者の苦情や要望等の対応マニュアルの作成と処理責任者の選定。 

⑤ 各種安全管理マニュアルの作成。 

⑥ 四日市市の指示に基づく一斉点検（原則として年１回）の実施。 

⑦ 一斉点検の結果、少しでも異常がある場合には、早急に補修、修繕又は安全措置を講じるこ

と。 

⑧ 一斉点検の結果及びその措置等を四日市市に報告すること。 

（８）施設内外の安全確認について 

日常の安全点検を行うとともに、台風や大雨、大雪等には敷地内の安全点検を行い、安全上問

題があった場合には早急に対応すること。 

（９）その他 

四日市市から要請があった場合は、避難場所等の開設に協力すること。 

   

９ 業務を実施するにあたっての留意事項 

（１）防災管理について 

① 施設全体の維持管理業務 

指定管理業者が行い、費用も全額負担する。 

② 光熱水費及び清掃業務 

  指定管理者が全額負担する。 

③ 火災保険 

四日市市が加入する。ただし、指定管理者に帰責事由があった場合には、四日市市は指定管

理者に求償することがある。 

④ 施設賠償責任保険 

指定管理者が損害賠償保険に加入する。 

⑤ 防火管理 

指定管理者は防火管理者を選任すること。 

  ⑥ 火元責任者 

    少年自然の家及び水沢市民広場全体を担当すること。 

⑦ 消防法に基づき防火管理者は以下の職務を遂行すること。 

 ア 消防計画の作成と届出 

 イ 消防計画に基づく消防訓練（消火・通報及び避難）の実施（年２回） 

 ウ 消防用設備の点検及び整備並びに点検報告の届出 

 エ 防火対象物（施設）の点検報告 

 オ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 

 カ 自衛消防隊組織の整備 

 キ その他防火管理上必要な業務 

（２）個人情報の保護について 

公の施設の管理業務を通じて、指定管理者が取り扱う個人情報について、「四日市市個人情報

保護条例」及び「四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」の規定に基
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づき、個人情報の保護、秘守義務、漏えい、滅失、毀損の防止策その他保有する個人情報の適切

な管理のために必要な措置について示すこと。 

（３）守秘義務について 

指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者（以下「従事者」という。）は、

「四日市市個人情報保護条例」及び「四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関す

る条例」の規定に基づき、当該公の施設の管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。このことは、指定管理者の指定の期間が満了し、

若しくは指定を取り消され、又は、従事者の職務を退いた後においても同様とする。（正当な理

由がないのに条例に反する行為があった場合は、「四日市市個人情報保護条例第５６条～６１条」

の規定する罰則の適用を受ける。） 

（４）情報公開について 

公の施設の管理業務を通じて、指定管理者が取り扱う情報の管理について、情報公開条例及び

手続き条例に定められた必要な措置を講じることにより、指定管理者は、情報を適正に管理しな

ければならない。 

また、四日市市は、指定管理者が保有する情報について開示請求があったときは、指定管理者

に対して当該情報を提出するよう求めるものとし、指定管理者は速やかに応じるように努めなけ

ればならない。 

（５）文書の管理・保存について 

   指定管理者が指定管理業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、四日市市文書取扱規定に基

づいて、別途文書に関する規定等を定め、適正に管理及び保存することとする。 

   また、指定期間終了時に、四日市市の指示に従って引き渡すこと。 

（６）環境への配慮について 

   四日市市独自の環境マネジメントシステム「ＹＥＳ」に従い、環境に配慮した指定管理業務の

実施に努めること。 

（７）備品について 

   少年自然の家及び水沢市民広場の備品については、原則として指定管理者に引き継ぐが、所有

権は四日市市にある。滅失又は毀損した場合は速やかに四日市市に報告を行うこと。また、指定

期間の終了若しくは指定の取り消しの場合には、備品は原状に回復すること。 

（８）自然の家運営協議会について 

少年自然の家及び水沢市民広場の管理運営等について各方面からの意見や助言を受けるため、

定例（年２回）で運営協議会を開催している。指定管理者は資料を作成し委員会に出席するこ

と。 

（９）自然教室運営委員会について 

市立小中学校の効果的な自然教室の実施に当たり、教育委員会が年３回の委員会を開催してい

る。指定管理者は資料を作成し委員会に出席すること。 

（10）連絡調整会議について 

少年自然の家及び水沢市民広場の管理運営業務等を円滑に実施するため、情報交換や業務の調

整を図る連絡調整会議を毎月下旬に開催すること。 

（11）電話、Ｆａｘ、インターネット、公衆電話等 

  ① 事務所の電話及びＦａｘは指定管理者に引き継ぐ。ただし、使用料は指定管理者が負担する

こと。 

  ② インターネットのホームページは指定管理者が開設し、四日市市のホームページとリンクす
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ること。 

  ③ 公衆電話を設置する場合は、指定管理者が契約すること。 

  ④ その他の事務機器（事務室用パソコン、コピー機等）は指定管理者が設置すること。 

（12）第三者委託 

少年自然の家及び水沢市民広場の管理運営業務の全部を第三者に委託し、または請け負わせて

はならない。なお、業務の一部については、事前に四日市市の承諾を受けた場合に限り、第三者

に委託することができるものとする。 

 

１０ その他の留意事項 

（１）指定管理者が管理運営している四日市市の施設である旨を明確にするため、指定管理者名を施

設内に表示し、案内パンフレット等に明記するなど利用者にわかりやすい形で周知すること。 

（２）職員は統一した名札等を着用すること。これに要する経費は指定管理者の負担とする。また、

身だしなみや礼儀作法、接客マナーに配慮し、利用者に好感を持たれるようなサービスの提供に

努めること。常時、利用者や来客に対する挨拶を徹底すること。 

（３）賠償責任の履行を確保するため、指定管理者は四日市市の指示する程度以上の損害賠償責任保

険に加入するものとする。 

   人身事故の場合  １事故につき 150,000,000 円 

            ただし、１人  50,000,000 円 

   物損事故の場合  １事故につき 100,000,000 円 

（４）業務遂行中の職員の災害については、いかなる理由がある場合においても指定管理者が責任を

負うものとする。 

（５）施設利用者の忘れ物等については適切に処理をすること。また一定期間保管すること。 

（６）業務を行うにあたり、関係機関との連携を密にして業務を適正に行うこと。 

（７）指定期間終了後の引継ぎ業務については、指定期間終了にあたっての引継ぎのため、指定期間

中の懸案事項等を新たに指定した指定管理者及び四日市市に対し適正に引き継ぐこと。 

（８）その他日常の必要な業務については、指定管理者として適切に行うこと。また、必要に応じて

四日市市と調整を行うこと。 

（９）この管理業務仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容について本仕様書に定め

のない事項または実施にあたって疑義が生じた場合については、四日市市と指定管理者により協

議し決定するものとする。 



地形図

少年自然の家及び水沢市民広場 敷地範囲
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○四日市市少年自然の家条例

昭和62年3月31日

条例第22号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条　この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市少

年自然の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

(設置)

第2条　本市は、豊かな自然の中で集団宿泊訓練、自然探究等を通じて、規律、協同、友愛、奉仕の精神を養い、心身

ともに健全な青少年の育成を図るため、四日市市少年自然の家(以下「自然の家」という。)を、四日市市水沢町字大

谷1423番地2に設置する。

(事業)

第3条　自然の家は、次の各号に掲げる事業を主催事業又は受入れ指導事業として実施する。

(1)　集団宿泊訓練及びその指導に関する事業

(2)　野外活動その他自然に親しませる活動及びその指導に関する事業

(3)　青少年団体等の指導者の養成及び研修に関する事業

(4)　前3号に掲げるもののほか、第2条に掲げる設置目的を達成するための事業

(使用者の範囲)

第4条　自然の家を使用できる者は、児童、生徒、青少年又はこれらに準ずる者で、四日市市教育委員会(以下「委員

会」という。)が適当と認めた引率者を有し、かつ、具体的な活動計画を定めている団体とする。ただし、主催事業

その他委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(自然の家の管理)

第5条　自然の家の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指

定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成20年条例32号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第6条　指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1)　第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2)　次条に規定する使用許可、第12条に規定する使用許可の取消し、第13条に規定する特別の設備の設置許可その

他自然の家の使用許可に関する業務

(3)　第8条に規定する利用料金の徴収、第9条に規定する利用料金の減免、第10条に規定する利用料金の還付その他

利用料金に関する業務

(4)　自然の家の施設、附属施設等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5)　前各号に掲げるもののほか、自然の家の運営に関して委員会が必要と認めた業務

(追加〔平成20年条例32号〕)

(使用の許可)

第7条　自然の家を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただ

し、指定管理者が次の各号に該当すると認めたときは、許可しないものとする。

(1)　公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2)　施設等を損傷するおそれのあるとき。

(3)　その他指定管理者において管理上支障があると認めたとき。

2　指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

(利用料金)

第8条　自然の家の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を規則で定める期限までに納

付しなければならない。

2　前項に定める利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定め

る額とする。

3　利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

(利用料金の減免)

第9条　指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

(利用料金の還付)

第10条　既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を

還付することができる。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)



(権利の譲渡等の禁止)

第11条　使用者は、使用許可を受けた目的以外に、自然の家を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し

てはならない。

(追加〔平成20年条例32号〕)

(使用許可の取消し)

第12条　指定管理者は、使用者が次の各号に該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止

し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1)　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2)　使用許可の条件に違反したとき。

(3)　偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4)　その他指定管理者において特に必要があると認めたとき。

(追加〔平成20年条例32号〕)

(特別の設備)

第13条　使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を

受けなければならない。

(追加〔平成20年条例32号〕)

(原状回復の義務)

第14条　使用者は、その使用が終了したとき又は第12条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消され

たときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(追加〔平成20年条例32号〕)

(損害賠償の義務)

第15条　使用者は、施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければ

ならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

(運営協議会の設置)

第16条　委員会は、自然の家の適正かつ円滑な運営を図るため、四日市市少年自然の家運営協議会(以下「協議会」と

いう。)を置く。

2　協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

(委任)

第17条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は委員会が別に定める。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条から第8条まで、第10条、第11条及び別表の規定は、昭和

62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月四日市市規則第48号で、同62年11月1日から施行)

附 則(平成元年3月30日条例第19号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

附 則(平成10年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1　この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(四日市市青少年野外活動センター条例の廃止)

2　四日市市青少年野外活動センター条例(昭和48年四日市市条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3　この条例の施行の日の前日において、現にこの条例による廃止前の四日市市青少年野外活動センター条例第5条の規

定による使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の四日市市少年自然の家条例第5条の規定により許可

を受けた者とみなす。

附 則(平成12年3月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月28日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月27日条例第32号)

(施行期日)

1　この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の四日市市少年自然の家条例の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、改正後の四日市市少年自然の家条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた

ものとみなす。



3　新条例第8条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料

については、なお従前の例による。

附 則(平成25年12月27日条例第47号)

(施行期日)

1　この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　改正後の四日市市少年自然の家条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市少年自然の家の使用許

可に係る利用料金の上限額について適用し、同日前に行う四日市市少年自然の家の使用許可に係る利用料金の上限額

については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1　この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市少年自然の家条例の一部改正に伴う経過措置)

18　第16条の規定による改正後の四日市市少年自然の家条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市少

年自然の家の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市少年自然の家の使用許可に係る利

用料金の上限額については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(一部改正〔平成17年条例20号・20年32号・25年47号・31年3号〕)

利用料金の上限額

区分 市内 市外

宿泊室 1人1泊 中学生以下及びこれに準ずる者並びにその引率者 420円 840円

高校生及びこれに準ずる者 740円 1,480円

その他の者 1,250円 2,500円

研修室 1室1時間につき 320円 640円

創作室 1室1時間につき 320円 640円

講義室 1室1時間につき 320円 640円

会議室 1室1時間につき 110円 220円

大広間 1室1時間につき 150円 300円

総合研

修館

午前(午前9時から正午まで) 1,570円 3,140円

午後(午後1時から午後4時30分まで) 2,090円 4,180円

夜間(午後5時30分から午後9時まで) 2,620円 5,240円

キャン

プ場

テント1張り1泊につき 1,050円 2,100円

野外炊

事用具

1式1日につき 530円 1,060円

寝具料 1人1泊(ただし、2泊目から) 210円

(50円)

420円

(100円)

備考

1　この表中「市内」とは、利用者の居住地・在学地・在勤地いずれかが市内であるものをいい、「市外」とは、

それ以外のものをいう。

2　研修室、総合研修館、創作室、講義室、会議室、大広間の利用料金は、日帰りの使用者が使用する場合に限る

ものとする。なお、総合研修館以外の使用については、1時間未満の場合は、1時間とする。

3　冷暖房料は、宿泊室については1人1泊につき冷房60円、暖房110円、研修室、総合研修館、創作室、講義室、会

議室、大広間については1室1時間につき冷房90円、暖房150円とする。なお、冷房期間は、6月1日から9月30日ま

で、暖房期間は、11月1日から翌年3月31日までとする。ただし、当該期間外であっても委員会が特に認めた場合

は、この限りでない。



○四日市市少年自然の家条例施行規則

昭和62年3月31日

教委規則第2号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条　この規則は、四日市市少年自然の家条例(昭和62年四日市市条例第22号。以下「条例」という。)第17条の規定

に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(使用時間)

第2条　四日市市少年自然の家(以下「自然の家」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第5条に規

定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めたときは、四日市市教育委員会(以下「委

員会」という。)の承認を得て、使用時間の変更をすることができる。

区分 使用時間

宿泊使用 入所日の午後2時から退所日の正午まで

日帰り使用 午前9時から午後9時まで

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(休業日)

第3条　自然の家の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承

認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1)　毎週月曜日

(2)　国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)　12月28日から翌年1月4日まで。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(使用できる団体)

第4条　条例第4条に規定する団体は参加者が8名以上の団体とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたと

きは、委員会の承認を得て団体の人数を変更することができる。

(追加〔平成21年教委規則9号〕)

(使用許可申請)

第5条　条例第7条第1項の規定により自然の家の使用許可を受けようとする者は、四日市市少年自然の家使用許可申請

書(第1号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

2　前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下

「使用日」という。)の属する月の初日前6月から使用日の7日前までとする。

3　次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間にかかわらず受付できるものとする。

(1)　四日市市又は委員会が主催する行事に使用するとき。

(2)　その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(使用の許可)

第6条　指定管理者は、前条第1項の使用許可の申請について適当と認めたときは、その使用の許可を決定し、速やかに

四日市市少年自然の家使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2　自然の家の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、自然の家使用の際に、前項の許可書を当該

係員に提示し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(利用料金)

第7条　条例別表に規定する引率者は、中学生以下の児童・生徒3名につき1名までとする。

(追加〔平成21年教委規則9号〕)

(利用料金の納付)

第8条　使用者は、使用の許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、冷暖房及び寝具の利用料金は、

使用の終了までに納付することができる。

2　前項の規定は、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3　官公署が使用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則23号・21年9号〕)

(使用期間)

第9条　使用期間が引き続き7日以上にわたるときは、使用を許可しない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、こ

の限りでない。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(利用料金の減免)



第10条　条例第9条の規定により、利用料金を減免する場合及び減免する割合は次のとおりとする。

(1)　特別支援学校の児童・生徒が使用するとき　5割

(2)　4歳未満の者　10割

2　前項の規定にかかわらず、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成21年教委規則9号〕)

(利用料金の還付)

第11条　条例第10条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及び還付の割合は、次の各号に掲げるとおりとす

る。

(1)　災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき　10割

(2)　使用者が使用日前5日までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき　5割

2　前項の規定のほか、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得て、使用許可取り消しの許可

の期日及び還付割合を変更することができる。

3　前2項の規定に基づき、利用料金の還付を受けようとする者は、四日市市少年自然の家利用料金還付申請書(第3号様

式)をもって指定管理者に申請しなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(使用者の遵守事項)

第12条　使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1)　使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2)　所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3)　許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為を

しないこと。

(4)　騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5)　アルコール飲料を飲み、又は酒気を帯びて自然の家に立ち入らないこと。

(6)　その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(原状回復の義務)

第13条　使用者は、その使用を終了したとき又は条例第12条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消

されたときは、直ちに自己の負担により施設、設備を原状に復さなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(施設等の損傷の届出)

第14条　使用者は、施設又は附属設備を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出なければな

らない。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(使用後の届出及び点検)

第15条　使用者は、第13条の規定により、施設、設備を原状に復したときは、速やかに指定管理者に届け出るととも

に、その点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(補則)

第16条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委規則23号・21年9号〕)

附 則

この規則は、条例施行の日から施行する。ただし、第4条から第10条まで及び第15条の規定は、昭和62年4月1日から

施行する。

附 則(昭和63年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。

附 則(平成元年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

附 則(平成5年2月2日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年9月29日教委規則第12号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1　この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(四日市市青少年野外活動センター条例施行規則の廃止)

2　四日市市青少年野外活動センター条例施行規則(昭和51年四日市市教委規則第10号)は、廃止する。

附 則(平成12年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年2月3日教委規則第23号)



この規則は、平成17年2月7日から施行する。

附 則(平成21年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(令和7年3月28日教委規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

(全部改正〔平成21年教委規則9号〕)





第2号様式(第6条関係)

(全部改正〔令和7年教委規則8号〕)





第3号様式(第11条関係)

(全部改正〔令和7年教委規則8号〕)





○四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例

平成4年9月24日

条例第34号

(趣旨)

第1条　この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市水

沢市民広場(以下「市民広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例33号〕)

(設置)

第2条　本市は、市民がスポーツ及びレクリエーションに親しむことができる場を提供し、もって市民の健康で明るく

豊かな生活の形成に寄与するため市民広場を四日市市水沢町252番地63に設置する。

(一部改正〔平成20年条例33号〕)

(市民広場の管理)

第3条　市民広場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指

定管理者」という。)に行わせることができる。

(全部改正〔平成20年条例33号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条　指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1)　第5条第2項に規定する使用の拒否、第6条に規定する専用使用許可、第8条に規定する専用使用許可の取消し、

第9条に規定する特別の設備の設置許可その他市民広場の使用許可に関する業務

(2)　市民広場の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3)　前2号に掲げるもののほか、市民広場の管理に関して四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認

めた業務

(追加〔平成20年条例33号〕)

(行為の制限)

第5条　何人も、市民広場においては次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1)　施設等をき損又は汚損する行為をすること。

(2)　他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物類の携帯をすること。

(3)　ごみ、その他の廃棄物を捨てること。

(4)　たき火等火災の原因となるおそれのある行為をすること。

(5)　物品の販売、商業宣伝等の営利行為をすること。

(6)　指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7)　その他市民広場の管理上支障となる行為をすること。

2　指定管理者は、前項各号のいずれかに掲げる行為をした者及び管理上必要な指示に従わない者に対しては、市民広

場の使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(一部改正〔平成20年条例33号〕)

(専用使用の許可)

第6条　市民広場を独占的に使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならな

い。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可しないものとする。

(1)　公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2)　施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3)　その他指定管理者において管理上支障があると認めたとき。

2　指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(一部改正〔平成20年条例33号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第7条　前条により、市民広場の専用使用許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に

市民広場を使用し、又は専用使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成20年条例33号〕)

(専用使用許可の取消し等)

第8条　指定管理者は、専用使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、専用使用許可の条件を変更し、

若しくは使用を停止し、又は専用使用許可を取り消すことができる。

(1)　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2)　専用使用許可の条件に違反したとき。

(3)　偽りその他不正な手段により専用使用許可を受けたとき。

(4)　その他指定管理者において特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成20年条例33号〕)

(特別の設備)

第9条　使用者(専用使用者を含む。以下同じ。)は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするとき

は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。



(一部改正〔平成20年条例33号〕)

(原状回復の義務)

第10条　使用者は、市民広場の使用が終了したとき又は第5条第2項若しくは第8条の規定により使用を拒否され、退去

を命ぜられ、若しくは専用使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例33号〕)

(損害賠償)

第11条　使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならな

い。ただし、市長が、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成20年条例33号〕)

(委任)

第12条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例55号・20年33号〕)

附 則

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1　この条例は、平成17年2月7日から施行する。

附 則(平成20年6月27日条例第33号)

(施行期日)

1　この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この条例の施行の日前に改正前の四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、改正後の四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものと

みなす。



○四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年9月29日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条　この規則は、四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例(平成4年四日市市条例第34号。以下「条例」

という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(開放)

第2条　四日市市水沢市民広場(以下「市民広場」という。)は、年中開放するものとする。ただし条例第3条に規定する

指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めたときは、これを閉鎖することができる。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用の範囲)

第3条　条例第6条の規定に基づき、市民広場を独占的に使用(以下「専用使用」という。)できる場合は、次の各号に掲

げるときとする。

(1)　学校教育に関する行事に使用するとき。

(2)　四日市市及び四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の主催又は共催行事に使用するとき。

(3)　青少年の健全育成に関し、広く市民を対象とした行事に使用するとき。

(4)　その他指定管理者が適当と認めた行事に使用するとき。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用許可の申請)

第4条　前条の規定に該当する場合で、条例第6条の規定により、市民広場の専用使用許可を受けようとする者は、使用

しようとする日の3日前までに、四日市市水沢市民広場専用使用許可申請書(第1号様式)により指定管理者に申請しな

ければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、定められた日数をおかないで申請することができる。

2　前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下

「使用日」という。)の属する月の初日前6月からとする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでな

い。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用の許可制限)

第5条　専用使用の場合において、使用期間が引き続き4日以上にわたるときは、使用を許可しない。ただし、指定管理

者において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用の許可順位)

第6条　専用使用の許可は、申請の順序とする。

(専用使用の許可)

第7条　指定管理者は、第4条第1項の専用使用の許可の申請について適当と認めたときは、専用使用の許可を決定し四

日市市水沢市民広場専用使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2　指定管理者は、前項により専用使用の許可を認めるときは、市民広場の管理上必要な条件を付することができる。

3　専用使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、専用使用の許可書を携帯し、職員から提示を求められた

ときは、これに応じなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用の変更及び取消し)

第8条　使用者は、許可書に記載された事項を変更(使用日、専用使用時間区分の変更を除く。)し、又は市民広場の使

用を取り消そうとする(使用日、専用、使用時間区分変更を含む。)ときは、四日市市水沢市民広場専用使用変更(取

消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2　指定管理者は、前項の規定により専用使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市水沢市民広場専用使用変

更(取消)許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

3　指定管理者は、条例第8条の規定により使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又はその専用使用の許可

を取り消すときは、四日市市水沢市民広場専用使用変更(停止・取消)通知書(第5号様式)を使用者に交付するものと

する。

(一部改正〔平成17年教委規則25号・21年11号〕)

(補則)

第9条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委規則25号〕)

附 則

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成17年2月3日教委規則第25号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

附 則(平成21年3月27日教委規則第11号)



この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(令和7年3月28日教委規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)

第2号様式(第7条関係)

(全部改正〔令和7年教委規則9号〕)





第3号様式(第8条関係)

(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)



第4号様式(第8条関係)

(全部改正〔令和7年教委規則9号〕)



第5号様式(第8条関係)

(全部改正〔令和7年教委規則9号〕)





2026年4月改訂版

※消費税を含みます

  宿泊料
◆館内泊（本館・分館）1人1泊　　※早退の場合でも宿泊料は発生します（22時以降対象）

中学生以下 高校生以下 その他

四日市市内 ４２０円 ７４０円 １,２５０円 ２１０円／セット

市外 ８４０円 １,４８０円 ２,５００円 ４２０円／セット

・市外利用団体の市内在住者は「市内料金」

区分 宿泊料 毛布

四日市市内 １,０５０円 １００円／人

市外 ２,１００円 ２００円／人

  冷暖房料（冷房期間：5月～10月　暖房期間11月～4月）
区分 単位 冷房料 暖房料

宿泊利用 １人１泊 ６０円 １１０円

日帰り利用 １室１時間 ９０円 １５０円

  施設利用料（宿泊室を除く）※宿泊者は入所日12時～退所日12時までの施設利用料は発生しません

◆１室１時間

区分（収容人数） 大広間（50） その他

四日市市内 １５０円 １１０円

市外 ３００円 ２２０円

◆総合研修館兼体育館

区分 午前（9:00～12:00） 午後（13:00～16:30） 夜間（17:30～21:00）

四日市市内 １,５７０円 ２,０９０円 ２,６２０円

市外 ３,１４０円 ４,１８０円 ５,２４０円

　食事代（1食あたり） ※各々8食以上より注文可
◆食堂食

朝食 昼食 夕食 ご当地メニュー

金額 ６３０円 ６５０円 １,０００円 １,２８０円

◆野外炊事

野外カレーセット ６２０円 バームクーヘン ３５０円

野外アレルゲンフリールー
カレーセット ６９０円 ピザ ７２０円

焼きそば ６２０円 流しそうめん ４１０円

  その他
区分 単位 金額

ごみ処理代 1袋（45L以下） ４７０円

コインランドリー
乾燥機

各1回
100円
200円

白黒コピー代
カラーコピー代

片面
10円
30円

※ミニバス、バレーコート
なら１面、バトミントンな
ら３面の広さです。
※490平方メートル

※その他メニュー料金の詳細は、資料「食事メニューと提供時間」をご参照ください　※食事代は減免対象外です

利用料金表

※宿泊にあたる時間帯：入所日12時～退所日12時（その他の時間は日帰りとします）

※特別支援学校の児童生徒は5割、4歳未満のお子さまは10割の減免とします（食事代・その他特記項目を除く）

区分
宿泊料

寝具料

◆キャンプ場テント泊（テント1張り1泊につき）　　※５月～１０月対象

　※入浴料は含みません
　希望される場合は別途1人当たり300円となります

研修室（100）・創作室（96）・講義室（100）

３２０円

６４０円

※引率者割引：中学生以下の児童生徒を構成員とした引率者は、「児童生徒3人」につき「引率者１人」を中学生以下と同額に減額いたします

機械に現金を投入してください
※洗剤はありません。両替はできません。←追加

提供材料及び貸出備品

※処理方法は、別紙「利用手引き」をご参照ください

※特別支援学校引率者割引：「児童生徒1人」につき「引率者1人」を中学生以下、又は高校生以下と同額に減額いたします



　自然体験費
区分 単位 金額

カヤック体験※１ １人 ５３０円※２

里山保全活動 １人 １１０円

　野外体験費
区分 単位 金額

キャンプファイヤー １組 ４２０円

キャンドルファイヤー 1組 ４２０円

まいぎり

ファイヤースターター

ドラム缶風呂 １基 ５３０円

　野外炊事費　※2）宿泊者は入所日12時～退所日12時までの施設利用料は発生しません

区分 単位 金額

流しそうめん用具セット １セット／日 １,０2０円

石窯 １ヶ所／日 １,０６０円

U字溝 １本／日 １００円

薪 １束（約１５本） 300円

※2 宿泊の場合でも、「流しそうめんセット」、「石窯」、「U字溝」、「薪」の料金は発生します

※規定の料金とは別に実費相当額を加算させていただくことがあります　※炭の提供はございません

　創作活動費 （１セットあたり）

区分 金額 区分 金額

ネイチャークラフト 焼き杉コースター初級編 ３００円

木のバッジ 焼き杉 小　３００円

木のマグネット 焼き杉コースター上級編 中　３５０円

木―ホルダー バードコール

マイスプーン 葉脈転写

マイ木箸 伊勢型紙色紙

伊勢型紙しおり 落ち葉のステンドグラス

小枝のストラップ

木の手紙

おりぞめうちわ

おえかきうちわ

  お支払いについて
利用料金のお支払いは、当日現金または振込になります

振込口座

現金・・・・・当日、自然の家事務室にてお支払いをお願いします（8時半～17時半）

※1 用具持参の場合でも野外炊事場料金が発生します（市内：530円、市外1,060円）

かまど、BBQコンロ
ドラム缶オーブン　※3

１ヶ所（台）／日
市内　　　５３０円
市外  　１,０６０円

※野外炊事用具1式使用の場合1ヶ所無料

ー

ー

提供材料及び貸出備品

２人乗りカヤック、ライフジャケット、パドル

市内　　　５３０円
市外  　１,０６０円

野外炊事セット・ピザ道具セット
焼きそば道具セット・バームクーヘン道具セット
※詳細は備品一覧をご確認ください
※野外炊事場料金含む（1式につき1ヶ所ABorCD）

※１　５月～１０月のみ　　※２　学校行事は２２０円 

提供材料及び貸出備品

長薪８本、灯油、トーチ棒
※短い薪使用の場合、別途、薪代が必要

１セット ３１０円
まいぎりセット（麻ひも・チャークロス含む）

ファイヤースターターセット（麻ひも含む）

のこぎり

振込・・・・・請求書をお渡しします。請求書をお受け取りになりましたら下記口座に振込をお願いします
　　　　　　　振込手数料は、ご負担願います

口座番号　　三十三銀行　菰野（こもの）支店（店番号２１３）　普通　１１５０３４４

口座名　ヨッカイチシショウネンシゼンノイエシテイカンリシャ　セイブゾウエンカブシキガイシャ

四日市市少年自然の家指定管理者　西武造園株式会社

燭台、燭台用ろうそく、燭台用シート、非常灯カバー

※里山保全活動を実施の場合、1回分無料

１７０円

３５０円

２２０円

４４０円

　※必要に応じて事前に試作をしていただくことができます
　　試作の料金は徴収いたしません

※詳細は備品一覧をご確認ください
※野外炊事場料金含む（1式につき1ヶ所ABorCD）

ドラム缶、はしご、すのこ、バケツ　※別途、薪代が必要

備考

野外炊事用具 ※1 １式／日


